
令和６年

狩猟

有害捕獲 指定管理鳥獣捕獲等事業

農業被害額

狩猟

有害捕獲 指定管理鳥獣捕獲等事業

農業被害額

狩猟

有害捕獲 外来生物法

農業被害額

平成 25年度以降、年間おおよそ 4万頭の捕獲を維持しています。
対策が進んだ地域では被害が減少しています。

広域で被害がみられますが、対策の進んでいる地域では被害が減少しています。

令和 2年度以降捕獲数・被害額は増加傾向です。
兵庫県南部で被害が続いています。
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